
2023年6月に株式会社商工組合中央金庫法（以下、商工中金法）の改正法案が成立しました。今回の法改正では、
政府保有株式の全部処分を実施し、商工中金の業務範囲を見直す一方で、株主資格制限や特別準備金の維持、危機
対応業務の責務化など、必要な各種措置は維持するものとされています。商工中金の使命（＝中小企業組合や中小
企業者の金融の円滑化という法目的）は、今後も変わることはありません。

⑴ 「中小企業のための金融機関」の維持【平時】
⃝ 議決権保有株主資格の制限や、特別準備金（4,008億円）の制度は維持。

⑵ コロナ禍からの地域経済再生のための業務範囲等の見直し【平時】
⃝ 組合金融の円滑化という目的の範囲内で、業務範囲の制約等を見直す。
　−商工中金本体から再生企業への出資上限を、現行の10％から銀行同様、100％に緩和
　−投資専門子会社経由の再生企業出資の対象に、第三者関与の再生計画策定企業を追加
　−サプライチェーンの再構築等（ビジネスマッチング）を支援する地域商社を子会社として保有可 等
⃝ 銀行と同水準の規制も導入（例：金融分野の裁判外紛争解決制度（金融 ADR）等）。

⑶ 地域金融機関との連携・協業の強化【平時】
⃝ 業務を行うに当たり、地域金融機関と連携を図ることを法律上も明記。
⃝ 民業圧迫回避規定（適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮）は存置。

⑷ 危機対応を的確に実施するための措置【危機時】
⃝ 政府保有株式全部売却後も、危機対応業務を実施する責務を課す。
⃝ 同一の危機事象について危機対応業務と危機関連保証が発動されている場合、商工中金の危機関連保証の利用を認

めない。【中小企業信用保険法】

⑸ 政府保有株式の売却等
⃝ 商工中金の財務状況が大きく改善し、信用力が向上したため、意義は低下した政府保有株式を全部売却し、議決権

保有株主資格の対象から政府を削除。
　※株主資格：中小企業組合及びその構成員に限定、中央会等の中小企業関係団体にも拡大
⃝ 政府株式売却に伴う措置（新株発行時・代表取締役選定時※の大臣認可の廃止）。
　※大臣認可＋違法行為時の解任命令から届出＋解任命令に移行

⑹ 将来的な完全民営化の勘案要素
⃝ 特別準備金の状況を含む自己資本の状況、ビジネスモデルの確立状況、危機対応業務の在り方等を勘案し、完全民

営化の実施（商工中金法の廃止等）を判断。

出典：中小企業庁「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の概要」
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▶出資業務の強化
事業再生分野において、商工中金本体で出資する際の出資上限が現行10%から100%へ緩和され

ます。また、投資専門子会社経由の再生企業出資の対象に、法的整理には至ってはいないものの第
三者関与の再生計画を有する企業が追加され、より幅広いステージの企業へ出資が可能となりま
す。当該分野では、長期間、踏み込んだ支援が必要となるケースが多く、出資業務は非常に有効な
手法と考えており、事業再生ファンドを設立する等、態勢整備を進めています。

2023年8月設立した商工中金キャピタルの活用に加え、民営化後に取組み可能となる業務領域
拡大により、当金庫の出資業務を高度化し、お客さまのニーズに応えてまいります。

▶人財サービスの提供
中小企業の人財面での課題の大きさを踏まえ、人財サービス子

会社の立ち上げを検討しています。社員の幸福度を可視化する
サービスである「幸せデザインサーベイ」により、中小企業の社
員のエンゲージメント向上に取り組んできたノウハウがあること
から、さらに一歩前進し、人財分野におけるサービスを展開する
ことで、中小企業、ひいてはわが国の人的資本の強化に積極的に
取り組んでまいります。

▶DX支援
フィンテック子会社等の設立が可能となります。将

来的にはプラットフォーム上で、金融サービスの提
供、中小企業のデータドリブン経営に向けたサポー
ト、パートナー企業との連携を含め、様々なサービス
提供を行うことを目指し、検討・準備を進めています。

株式会社商工組合中央金庫法の改正について

商工中金法改正の概要

民営化に関する今後のスケジュール

2023年6月 2023年9月 ～ 2025年6月
（公布から2年以内）

～ 2027年6月
（公布から4年以内）

商工中金法
改正法案成立 政府保有株式処分

政府保有株式について

◆政府保有株式⇒全部処分
●公布から2年以内
●できる限り速やかに株式
の全部を処分

●公正な価格・方法で処分

財政制度等審議会
答申

業務範囲の拡大

●情報提供業務・人材派遣・
システム販売等

●商工中金による再生企業
への出資業務を拡大

●子会社による事業承継・
再生・地域活性化企業に
対する出資業務拡充

●フィンテック・地域商社・
広告・電力子会社等の子
会社保有

その他の規制等

◆新株発行認可⇒廃止
◆代表取締役の選解任認可
　⇒届出制

政府による
株式処分の実施

（政府株比率
46％⇒0％）

業務範囲の
拡大

中小企業の
価値向上に向け
サポートを
一層強化

商工中金の
事業状況の検証
～ 2027年6月

（政府株式処分後2年以内）
（公布から4年以内）

1. 民間株主のみによる
ガバナンスの状況

2. ビジネスモデルの
確立状況

3. 地域金融機関との連
携・協業状況

ポイント

その他の規制等を緩和

自立かつ自律した経営に向け
ガバナンスを強化

～ 2025年6月
（公布から2年以内）

新株発行認可の
廃止

～ 2027年6月
（公布から4年以内）

代表取締役
選解任認可の廃止

●2024年4月15日に関東財務局より政
府保有株式の一般競争入札に関する
公告が行われました。

●公告では、売却手続きやスケジュール
などが示されています。

◆詳細は下記をご覧ください。
財務省ホームページ＞関東財務局ホーム＞
国有財産＞株式会社商工組合中央金庫株式
の売却について
https://lfb.mof.go.jp/
kantou/kanzai/kabus
hiki.html

主なスケジュール
●入札案内書の交付期間：
　2024年7月1日から7月26日まで
●入札受付期間：
　2024年7月12日から7月31日まで
●落札者の決定：2024年10月11日
●株式の名義書換：
　2025年3月31日まで

※「商工中金に対する国の関与の在り方」の検討については具体的な時期の定めなし
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